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１【提出理由】

当社は、平成30年６月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５

第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので

あります。

 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成30年６月28日

　

(2) 決議事項の内容

第１号議案 定款一部変更の件

取締役の員数を13名以内に変更する。

第２号議案 取締役10名選任の件

取締役として、野尻 穣、青木 豊、関根正一、木本利宗、竹下康司、鶴長徹、日下慎也、水口義久、

弓場 法、加藤祐司の各氏を選任する。　

第３号議案 監査役１名選任の件

監査役として、大村 廣氏を選任する。

第４号議案 補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、山田攝子氏を選任する。

第５号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額４億円以内（うち社外取締役分は年額４千万円以内）、監査役の報酬額を年額

５千万円以内に改定する。なお、取締役の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないも

のとする。

　

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

ならびに当該決議の結果

 

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果および
賛成(反対)割合

(％)

第１号議案 147,889 7,728 0 (注)２ 可決 89.05

第２号議案    

(注)３

  

野尻　穣 153,571 2,046 0 可決 92.47

青木　豊 155,017 600 0 可決 93.34

関根　正一 155,012 605 0 可決 93.34

木本　利宗 155,017 600 0 可決 93.34

竹下　康司 155,092 525 0 可決 93.39

鶴長　徹 155,097 520 0 可決 93.39

日下　慎也 155,311 306 0 可決 93.52

水口　義久 155,195 422 0 可決 93.45

弓場　法 155,289 328 0 可決 93.51

加藤　祐司 155,398 219 0 可決 93.57

第３号議案       

大村　廣 155,454 163 0 (注)３ 可決 93.61

第４号議案       

山田　攝子 155,538 79 0 (注)３ 可決 93.66

第５号議案 147,395 6,352 1,870 (注)１ 可決 88.75
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(注) １. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２. 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の

議決権の３分の２以上の賛成であります。

３. 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の

議決権の過半数の賛成であります。

　

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに

より、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができ

ていない議決権数は加算しておりません。
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